
 
 

東温市監査委員告示第３号 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により監査を実施したので、同条第９項の規定 

により、監査の結果を次のとおり公表する。 

 

令和３年９月８日 
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令和３年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類、対象等 

    

１ 財政援助団体等監査の観点 

監査は、令和２年度に実施した財政援助に係る出納その他の事務の執行につい

て、「東温市補助金等交付規則」及び「東温市各種補助金等交付・適用基準」に

沿って適正かつ効率的に行われているか、また、所管課の指導・監督が適切に行

われているかを主眼として実施した。 

 

２ 監査の方法 

令和３年度監査計画に基づき、以下の補助金等交付団体１３団体を選定し、所

管課から提出された諸帳簿等関係書類について書面審査を行うとともに、５団体

については、所管課職員に説明を求めた。 

監査対象団体 所管課 
ヒアリング 

実施日 

書面審査 

実施日 

1 東温市遺族会 長寿介護課 7/13 

6/1～6/10 

2 東温市老人クラブ連合会 長寿介護課 7/13 

3 東温市青年農業者協議会 農林振興課 ― 

4 東温市生活研究協議会 農林振興課 ― 

5 東温市認定農業者協議会 農林振興課 ― 

6 東温市少年健全育成推進協議会 学校教育課 7/27 

7 東温市文化協会 生涯学習課 ― 

8 東温市婦人会 生涯学習課 ― 

9 東温市ＰＴＡ連合会 生涯学習課 7/13 

10 ボーイスカウト（日本ボーイスカウト東温第１団） 生涯学習課 ― 

11 東温市スポーツ協会 生涯学習課 ― 

12 東温市スポーツ少年団 生涯学習課 7/13 

13 東温市スポーツ少年団指導者協議会 生涯学習課  

   

３ 監査期間 

  令和３年６月１日から令和３年７月２７日まで 



 
 

第２ 監査の結果等 

 ⑴ 事業の運営状況 

   事業は公益性があり、団体の事業目的に沿った運営が適正にされており、公益的事

業として一定の効果が表れていた。しかし、新型コロナウイルスの影響により、事業

の開催が一部出来なかった団体も見受けられた。 

 

 ⑵ 団体の経理状況 

   各団体ごとに補助金の使用状況を確認したところ、各団体とも、概ね適正に経理さ

れていた。 

 

⑶ その他 

   実績報告書の収支決算書における市補助金額において、精算を行っているにもかか

わらず、一部の団体で当初交付決定額の記載が見受けられた。 

 

   ヒアリングを実施した団体については、一部の事項について意見を申し述べるので、

所管部署は、適切に検討・指導されたい。 

監査対象団体は、所管部署の指導により適切な改善策を講じ、今後の事務処理に万 

全を期されたい。なお、軽易な事項についての表記は省略している。 

 

監査対象団体 意 見 の 内 容 所管部署 

 

東温市遺族会 

・団体から提出される補助金関係の書類に一部不備が見

受けられたので、改善策を講じ適正な事務処理をしてい

ただきたい。 
長寿介護課 

 

東温市老人クラ

ブ連合会 

・実績報告書の収支決算書における市補助金額において、

当初交付決定額を記載しているが、補助金確定額が正し

いことから、金額の訂正をしていただきたい。 

・収支予算書及び収支決算書について、老人クラブ連合

会事業分と単位老人クラブ活動事業分をまとめている

ため、事業ごとに分けて書類作成をしていただきたい。 

長寿介護課 

 

東温市スポーツ

少年団 

・役員で理事と監事が兼任しているのは、組織として問

題があるため、検討していただきたい。 

・事業計画書及び事業報告書に各単位団が行っている事

業及び実施内容等の記載をしていただきたい。 
生涯学習課 

 



 
 

第３ まとめ 

補助金については、「東温市補助金等交付規則」及び「東温市各種補助金等交付・適用基

準」に基づき概ね適正に行われていたが、補助金交付申請書等の提出が遅い団体が一部見

受けられたため、事務処理の迅速化を徹底されたい。また、実績報告書の収支決算書にお

ける市補助金額の記載については、補助金事務担当課において、統一的な指導を行ってい

ただきたい。 

各団体の担当課は補助金の交付にあたり、今まで以上に各団体の会員数、活動内容等を

詳細に把握し、各団体への補助金の必要性、有効性等についても検証していただきたい。

また、団体と情報交換を行い、必要に応じて問題点の解決に向けて協議を行うなど、補助

団体が時代に応じた役割を果たせるような質の高い補助金事務に努められたい。 


